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2024 年 10 月 11 日 

お客さま各位 

株式会社 山梨中央銀行 

 

山梨ちゅうぎんトクトク俱楽部の規定改定について 

 

 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 

 「山梨ちゅうぎんトクトク俱楽部」に係る投信積立、住宅ローンのポイント算定につい

て、実際のポイント算定方法に合わせるため、規定を改定させていただきます。 

今後もお客さまの利便性向上につながる質の高いサービスを提供してまいりますので、

引続き弊行をご愛顧いただきますようお願い申しあげます。 

 

記 

 

１．「山梨ちゅうぎんトクトク倶楽部」について 

  「山梨ちゅうぎんトクトク倶楽部」は、お客さまのお取引内容に応じて、個人ローンの

金利や ATM 利用手数料の優遇など、様々な特典をご提供するポイントサービスです。 

 

２．改定内容 

（１）規定名称 

「山梨ちゅうぎんトクトク倶楽部」規定 

（２）改定箇所 

①投信積立 

 改定前：「投信積立」は、預金口座からの引落実績が、算定基準月またはその前月に 

ある場合にカウントします。 

   改定後：「投信積立」は、契約が算定基準月またはその前月にある場合にカウントし 

ます（投信積立を中止している契約は除く）。 

②住宅ローン 

 改定前：「住宅ローン」には、「リフォームローン」、「無担保住宅ローン」、「住まい 

の改善ローン」、「大型フリーローン」「フリーローン住宅口」の住宅関連の 

お借入れを含みます。 

   改定後：「住宅ローン」には、「リフォームローン」、「セカンドハウスローン」等の 

住宅関連のお借入れを含みます。 

 

3．改定日 

  2024 年 10 月 15 日（火） 
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4．その他 

  本規定の改定による、お客さまのトクトクポイントへの影響（変更）はありません。 

 

5．お問い合わせ先 

山梨中銀ダイレクトマーケティングセンター 

[電    話] ０１２０－２０１８６２
ふ れ あ い ハ ロ ー に

  照会コード「9」 

[受付時間] 平日 9:00～17:00（ただし、祝日、12/31～1/3 は除きます） 

 

以 上 
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